
第９回 札幌市介護保険事業計画推進委員会（第７期） 

議 事 次 第 

令和３年３月15日（書面会議） 

１ 議 事 

(1) 札幌市高齢者支援計画2021（案）について 

 ア 札幌市高齢者支援計画2021（案）に係るパブリックコメントの結果について（資料１） 

 イ 札幌市介護保険事業計画推進委員会での主な意見の掲載について（資料２） 

 ウ 令和３～５年度の介護保険料について（資料３） 

(2) 市民向け説明動画について（資料４） 

(3) 地域密着型サービス事業者の指定状況について（資料５） 



札幌市高齢者支援計画2021（資料編）掲載案 

≪施策１≫高齢者支援の基盤整備と社会参加の促進 30件 43.5%

≪施策２≫地域の連携強化と地域共生社会の実現 7件 10.1%

≪施策３≫介護予防・健康づくり施策の充実 1件 1.4%

≪施策４≫認知症施策の推進 10件 14.5%

≪施策５≫人材確保と業務効率化の取組 11件 15.9%

≪施策６≫災害・感染症対策の体制整備 2件 2.9%

≪施策７≫安定した介護保険制度の運営 0件 0.0%
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合 計

第１節 施策の体系

第２節 施策の展開

第６章 介護サービスの見込み等

第７章 事業費の見込みと保険料

第８章 計画の策定・推進体制

その他

第５章 施策の体系と展開

項 目

第１章 策定にあたって

第２章 前計画の評価

第３章 高齢者の現状と課題

第４章 基本目標

札幌市高齢者支援計画2021（案）に係るパブリックコメントの結果について 

１ 意見募集実施の概要 

■ 募集期間 
 令和２年（2020年）12月21日～令和３年（2021年）１月25日 

■ 意見提出者   10人 

■ 意見の提出方法 

■ 意見件数と内訳 

提出方法 提出者 構成比

郵 送 0人 0.0%

持 参 0人 0.0%

FAX 4人 40.0%

電 子 メ ー ル 6人 60.0%

合 計 10人 100.0%

Ｆ Ａ Ｘ

※小数点以下の処理の都合により、各項目と合計が一致しない場合がある。

資料１ 



２ 意見に基づく当初案からの変更点 

市民の皆様からいただいたご意見をもとに、当初案から２項目修正いたしました。 

箇所 修正前 修正後 

本書P.87 新規事業者の参入促進 

要介護等認定やサービスの利用状況な

どの情報の公表や、指定申請手続きをわか

りやすく工夫すること等により、新規事業

者の参入促進に努めます。 

新規事業者の参入促進 

事業を開始するうえで参考となる情

報（要介護等認定や介護サービスの利

用状況）を公表することや、指定申請手

続きをわかりやすく工夫すること等に

より、新規事業者の参入促進に努めま

す。 

本書P.118、136 

概要版P.6 

グループホーム等の外部評価結果の公表

の促進 

グループホームの外部評価結果の公表

の促進 

３ 意見の概要とそれに対する札幌市の考え方 

いただいたご意見については、一部要約、分割して掲載しています。 

意見の概要 札幌市の考え方 

第２章 前計画の評価 ＜１件＞ 

 介護サポートポイント事業の告知が不足してい

て、有効に活用されていない。 

広報さっぽろでの介護サポーター研修の広報や、

区役所等で事業広報物を配架しておりますが、こう

した広報に努めていくとともに、高齢者世代に向け

た本事業の制度説明や、施設側への啓発活動に取り

組んでまいります。 

第３章 高齢者の現状と課題 ＜１件＞ 

 障がいを持っているので家族や作業所の職員しか

困りごとを相談できる人はいない。区役所に行って

も異動があると一からやり直しになるので対策を打

って欲しい。 

 ご本人やご家族が、障がいのある方の生活や支援

に関して不安なこと、困っていることなどの相談窓

口として、市内全区に19か所の委託の障がい者相

談支援事業所を設置しております。 

 また、各区役所の保健福祉の相談窓口において

も、保健福祉に関する総合的・横断的な相談を受け

ているところですが、担当者が変更となった場合に

おいても、継続して相談支援が行えるよう、各部署

において引継ぎを徹底してまいります。 

 そのほか、区役所以外にも、介護や福祉、介護予

防等に関する高齢者の身近な総合相談窓口として地

域包括支援センターなどの相談機関も設置しており

ますのでご活用ください。 



意見の概要 札幌市の考え方 

第５章 施策の体系と展開 第２節 施策の展開 

《施策１》高齢者支援の基盤整備と社会参加の促進 ＜30件＞ 

 特別養護老人ホームは、終の棲家や安価で利用で

きる施設という印象があるが、実際は介護付き有料

老人ホームなどと同じくらい費用が掛かるように思

う。整備を進めるのであれば、地域密着型特別養護

老人ホームだけでもいいので、安価で利用できるよ

うにして欲しい。プライバシーも大切だが、資金が

ない人の行き場を確保してもらいたい。 

個人の自立した日常生活を支援し、質の高いサー

ビスを提供するためには、個人の自立を尊重したケ

アが必要であり、今後も原則として、全室個室・ユ

ニットケアの特別養護老人ホームの整備が必要であ

ると考えております。 

また、待機者の解消、施設の安定した運営維持の

ために地域密着型の特別養護老人ホームの整備は現

状では考えておりません。 

低所得の方でも安心して暮らせるための特別養護

老人ホームは必要であると考えておりますので、今

後の整備を進めていく中で検討してまいります。 

特別養護老人ホームにユニットケアを導入するに

あたり、利用者の経済的な負担が増加するのではな

いか。低所得者でも安心して暮らせる施設の整備を

お願いしたい。 

 ヘルパー不足で訪問介護事業所の閉鎖が増えてい

るが、職員確保に向け、具体的にはどのような施策

を講じるのか。新規事業者も職員の確保ができず、

参入が難しくなっているのではないか。 

若年層に対する介護のイメージアップ啓発（冊子

配布、出張講座、職場体験等）による将来的な人材

確保、職に就いていない介護福祉士や地域の高齢者

など潜在的な人材の参入支援、介護職のやりがいや

魅力を発信するPR動画の作成による新たな人材の

参入促進、介護職員向けの業務に役立つ研修開催に

よる定着支援、既存事業者の職員採用力向上への支

援などの施策を実施するとともに、より効果的な方

策を引き続き検討してまいります。 

また、利用者確保のため、事業所が魅力的なPR

パンフレットを作成することは意義あることと思わ

れますが、現時点では札幌市による研修の予定はあ

りませんので、民間事業者が主催する研修への参加

や業者発注を行うなど、事業所の状況に応じてご対

応ください。 

 施設や事業者は計画的に増やすことができるが、

職員の不足に対する具体的な施策はどうするのか。

「介護の作文大賞」だけなのか。職員の確保は、新規

事業者の企業努力に丸投げなのか。 

 職員の確保・定着に向けた取組は、個別の事業所

に対しての支援を具体化する必要がある。運営が困

難な事業所に対し、市はどのような支援ができるの

か全く不明。人材不足により経営困難に陥っている

事業所が多く、パンフレット作成が苦手な事業所も

ある。パンフレット作成の講座など経営者向けの研

修はニーズがあるので新規事業として位置付けて欲

しい。 

 胆振東部地震では、清田区のグループホームが損

壊し、その避難場所が北広島市にある同一法人の施

設だった。避難場所の確保に努めて欲しい。 

 平成25年度（2013年度）から特別養護老人ホ

ーム・介護老人保健施設を整備する際は、災害に備

え、学校などの指定避難所で生活が困難な要配慮者

（高齢者、障がい者等）を受け入れ可能な「要配慮

者二次避難所（福祉避難所）用スペース」を施設に

設置するよう推進しており、それ以降に整備された

すべての特別養護老人ホーム・介護老人保健施設に

は設置されております。 

 今後も、特別養護老人ホーム等を整備する際に

は、要配慮者二次避難所用スペースの設置を推進

し、避難所の確保に努めてまいります。 



意見の概要 札幌市の考え方 

 居宅サービスの確保には、申請手続きが課題なの

か。その根拠を教えて欲しい。 

 申請手続きが課題とは認識しておりませんが、そ

の手続き方法をよりわかりやすくすることで、事業

者が参入しやすい環境整備に引き続き努めてまいり

ます。 

 新型コロナウイルス感染不安による利用控えで、

特に通所系サービスの経営困難、事業所閉鎖が予測

される。サービス基盤を安定させるために、力を入

れないと供給量不足という大変な事態になると思

う。 

（同様の意見ほか１件） 

 介護事業所等の減収は全国的に発生しており、基

本的には国において総合的に検討・対応すべきもの

と考えます。そのため、財政支援などを国に要望す

るとともに、その動向を踏まえ適切に対応してまい

ります。 

 特別養護老人ホームの待機を解決するためには、

建設が直接的な手当てだと考えるが、開設しても人

材が集まらず、一部しか利用されないのが現実で、

建設された施設周辺の介護職員が転職するという人

材の取り合いとなっている。大規模施設の建設は、

人材供給に道筋を立ててからにして欲しい。「入所定

員」ではなく「入所可能な人数」を精査して欲しい。

市内には、定員数を受け入れられない老健や特養が

複数ある。まずは、対象施設への支援が先だと考え

る。 

 特別養護老人ホームへの調査によると、特別養護

老人ホームへの入所を必要としている方が一定数い

る一方で、入所定員に近い水準で入所者を受け入れ

ている施設も一定数あるため、今後も継続して特別

養護老人ホームの整備を進めていくことが必要と考

えております。 

 介護人材不足は全国的な課題ですが、札幌市で

は、若年層に対する介護のイメージアップ啓発（冊

子配布、出張講座、職場体験等）による将来的な人

材確保、職に就いていない介護福祉士や地域の高齢

者など潜在的な人材の参入支援、介護職のやりがい

や魅力を発信するPR動画の作成による新たな人材

の参入促進、介護職員向けの業務に役立つ研修開催

による定着支援、既存事業者の職員採用力向上への

支援などの施策を実施するとともに、より効果的な

方策を引き続き検討してまいります。 

 要配慮者二次避難所となっている施設名の公表が

されなければ、地域在住の高齢者は頼りようがない。

施設によっては、受け入れる設備はあるが、対応で

きる人員がいない。災害時には協力できる潜在的な

介護職員を活用した「災害時介護協力員制度」の制

度化を検討して欲しい。 

 要配慮者二次避難所については、その施設が被災

しているか、スタッフの確保ができているか等の状

況を把握し、要配慮者の受入が可能かを確認したう

えでの開設をお願いしており、災害発生後、概ね３

日目を目途に開設することとしております。なお、

要配慮者二次避難所の候補施設については、札幌市

公式ホームページで公開しておりますのでご覧くだ

さい。 

また、要配慮者二次避難所等の運営支援につきま

しては、６つの医療・看護系学科を設置する大学及

び一般社団法人北海道介護福祉士会と派遣協力に関

する協定を結んでおります。 



意見の概要 札幌市の考え方 

 札幌は日本でもサービス付き高齢者向け住宅の供

給数が突出している印象がある。供給促進よりも質

の向上や不適切な住宅への介入に力を入れてもらう

方が安心して利用できるのではないかと思う。 

札幌市のサービス付き高齢者向け住宅登録戸数は

政令市で最大ですが、ここ数年の入居率は約９割と

なっており、今後も高齢者数の増加が見込まれてい

ることから、引き続き供給を促進する必要があると

考えております。 

また、質の向上につきましては、登録事業者に対

し工事完了報告や定期的報告等を通じて、バリアフ

リー構造、一定の広さなどの設備基準の確認を行う

とともに、サービスや運営面での質の確保ができる

よう立入検査や講習会等を実施し、適切な事業運営

が行われるよう必要な助言や指導等を行っておりま

す。 

今後も、安心した住まいが確保されるよう関係部

署と連携しながら取り組んでまいります。 

 地域課題の解決に資する資源開発は、誰がどのよ

うに行うのか。 

 地域ケア会議は、地域住民、保健・医療・福祉の

専門職、地域包括支援センター、介護予防センタ

ー、行政、その他関係機関等を構成員として、地域

課題の解決に向けて検討し、必要な資源の開発を行

う機能を持っております。 

地域ケア会議で検討・開発する地域資源は、高齢

者等がその人らしい生活を続けていくうえで活用す

るすべての人的・物的な資源を指し、それらの資源

開発に向けて、誰がどのように働きかけるかは、地

域ケア会議の場で協議を行って決めております。 

 生活支援体制整備にあたり、連絡会などを行って

いるようだが、生活支援コーディネーターの実像が

不明。 

 生活支援コーディネーターにつきましては、地域

支え合い推進員として、高齢者の生活支援サービス

の体制整備の推進を目的として配置しております。 

 引き続き、地域包括支援センターや介護予防セン

ターなど、関係機関との積極的な連携等により、地

域それぞれのニーズの把握とサービス提供体制の構

築を推進するとともに、活動内容や実績について広

く周知されるよう努めてまいります。 

 近年市内で新設されるグループホームは、すでに

複数の事業所を運営する法人が多いので、経済的な

補助は必要ないのでは。 

 高齢化率の上昇に伴い、認知症高齢者も年々増加

していくことからそれに対応できる認知症高齢者グ

ループホームの整備を計画的かつ円滑に進めること

が重要であると認識しております。 

 認知症高齢者グループホームの開設にあたり、需

用費・備品購入費等を補助し、円滑な事業の開始を

支援することは、利用者ケアや従業員の安定雇用の

面から、質の高い認知症高齢者グループホームの設

置・運営が期待できると考えます。 



意見の概要 札幌市の考え方 

 サービス付き高齢者向け住宅に関する情報発信が

不足しており、利用者の選択に十分に寄与していな

い。登録制度を運用しただけで状況が改善するのか。 

 サービス付き高齢者向け住宅の登録状況について

は、全国の登録住宅が確認できる国の専用サイト

「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」

のほか、札幌市公式ホームページにて家賃、共益

費、安否確認などにかかる費用をまとめた住宅一覧

を公開し希望者には送付しております。引き続き、

わかりやすい情報発信ができるよう努めてまいりま

す。 

 また、行政・福祉団体・不動産関係団体などで構

成される札幌市居住支援協議会の相談窓口「みな住

まいる札幌」を通じて、高齢者のための住まいや施

設を相談者の状況に応じた選択ができるよう、相談

体制の充実を図ってまいります。 

 セーフティネットである住宅確保要配慮者居住支

援事業について情報発信が不足している。 

 住宅セーフティネットに関する情報発信につきま

しては、札幌市公式ホームページのほか、今後開設

予定の札幌市居住支援協議会ホームページ及び同協

議会で実施する各種セミナー等、多様な媒体を活用

し、積極的な普及啓発に努めてまいります。 

 「要介護認定」「情報公表」「申請手続き」をわかり

やすく工夫することが本当に新規事業者新規参入を

促進するのか、因果関係がわかりにくい。 

 いただいたご意見を踏まえ、「事業を開始するう

えで参考となる情報（要介護等認定や介護サービス

の利用状況）を公表することや、指定申請手続きを

わかりやすく工夫すること等により、新規事業者の

参入促進に努めます。」に修正いたしました。 

 訪問理美容サービスを、ただ散髪ができればいい

という現行の仕組みから、馴染みの美容師に在宅で

切ってもらえるという仕組みにしてもらえると良

い。在宅といっても、有料老人ホームなどに指定業

者が入っているという印象が強い。 

 札幌市内のご希望の理髪店・美容室全ての店舗と

直接業務委託契約をすることが難しいため、理容協

同組合・美容協同組合と契約し事業を実施しており

ます。 

 高齢者等紙おむつサービスと訪問理美容サービス

は、実施していない市区町村もある中、とても良い

事業だと思う。 

 市民にとって利用しやすいことが重要であると考

えます。 

今後も、利用実態を把握するとともに、利用者ニ

ーズと事業費のバランスを考慮しながら、適正に事

業が継続されるよう努めてまいります。 

地域住民を支援する定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所を増やすためには、労働者の負担をい

かに軽減して夜勤人材を確保するかが大事なポイン

トである。夜間の移動手段はタクシーに頼らざるを

得ない。現場の声を聞いて、財政的にも集中して支

援できる制度が必要な時期だと考える。 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護において、高

齢者住宅等に併設されている事業所は多数あります

が、運営基準上、併設する住宅以外の利用者へのサ

ービス提供が義務付けられており、地域からの利用

相談がある場合は適切に対応するよう指導しており

ます。 

 当該事業に限らず介護サービスの人材確保は課題

であるため、さまざまな取組を実施するとともに、

より効果的な方策を引き続き検討してまいります。 



意見の概要 札幌市の考え方 

 養護老人ホームや軽費老人ホームなどの措置施設

や補助金を交付している事業所、指定管理者には第

三者評価を行うなど、質の向上の取組の意識付けを

行い、市としてもモニタリングしてもらいたい。 

 指定管理施設における運営の質の担保として、毎

年定例の実施検査を行っております。検査の中で入

居者に対してのアンケート結果も確認しており、満

足度の著しく低い項目に関しては、札幌市としても

当該施設と改善の方策を協議しているところです。 

 入居者の満足度は指定管理施設の提供する入所サ

ービスの質を反映しているものと考えられるため、

今後も注視してまいります。 

 特定施設の指定を進めるとあるが、既存の有料老

人ホームを特定施設指定するのか。 

 既存の有料老人ホームからの類型変更は計画の対

象外としております。ただし、新規事業であれば、

新築または既存建築物の賃貸等、いずれも可能で

す。 

 市営住宅の整備を行う事には賛成だが、そのこと

により入居者の経済的負担が増すことには反対。 

 市営住宅は法律により家賃が 算定されており、

建替等に伴う建物設備等の更新により、基本的に家

賃は上昇することとなります。 

 なお、札幌市では建替等により家賃が上昇する場

合には、旧家賃から新家賃へ５年間かけて段階的に

変更することで負担軽減を図っているほか、家賃上

昇が負担に感じる方には、現状家賃と同水準の他の

市営住宅への住み替えを案内するなど、入居者の経

済的事情等を考慮した措置を講じております。 

 特別養護老人ホームは基本的に要介護３以上とい

う制度の下で、要介護２以下の低所得高齢者の住宅

支援が全国的な課題。国や北海道も共通の課題とし

て認識し、軽費老人ホーム等の支援拡充を打ち出し

ている。サービス付き高齢者向け住宅等で介護の質

を担保するためには、人材確保などの観点から費用

はこれ以上下げられないため、軽費老人ホーム等の

増設を検討して欲しい。閉鎖や閉院する既存施設を

改築すればコストは抑制できる。今ある資源を上手

に活用して欲しい。 

（同様の意見ほか１件） 

毎年、軽費老人ホーム及び養護老人ホームの運営

費等の一部を札幌市が支出しており、整備を行う分

だけ支出額が増額することになるため、整備には慎

重な判断が必要となります。 

 本計画では、調査等の内容を踏まえ、軽費老人ホ

ーム及び養護老人ホームの整備は見込んでおりませ

んが、今後も調査等を継続して行い、整備について

検討してまいります。 

 人材確保の観点から、人手不足の中において、訪

問介護に携わっている人を地域で支えることも必

要。訪問時に、ドラッグストアやコンビニなどの地

域の駐車場を利用できる仕組があると移動の軽減が

図れる。札幌市と連携している「まちづくりパート

ナー協定企業」と福祉的な連携をさらに検討して欲

しい。 

 訪問介護に限らず、訪問診療等に使用する車両

が、訪問先に駐車場所が無いために駐車禁止場所に

駐車せざるを得ない場合は、状況に応じて警察署長

の駐車許可を得ることが可能となっております。 

 介護サービス事業所の人材確保につきましては、

さまざまな取組を実施するとともに、より効果的な

方策を引き続き検討してまいります。 



意見の概要 札幌市の考え方 

 ふれあい入浴の実効性はあるのか。成果を確認し

ているか。 

 これまでの実績において、敬老の日の入浴者数は

高齢者・小学生以下ともに通常時より多くなってお

り、世代間の交流の機会を図るという事業の目的は

一定の成果が得られているものと認識しておりま

す。 

 福祉教育はどのような目的を想定しているのか。

高齢者疑似体験セットを装着して高齢者や障がいの

ある方を理解して終わりなのか。福祉教育の界隈で

は高齢者疑似体験セットでの学びは主流ではなく、

もっと裾野を広げて、総合学習との関連性を指摘し

ながら深い学びにつなげている。障がい福祉計画に

障がいへの理解率がまだ低いという記述があった

が、その一端を福祉教育の貧しさが担っていると思

う。 

 札幌市では、学校教育が目指す子ども像の１つと

して「心豊かで自他を尊重し、共に高め合い、支え

合う人」を掲げております。特に、児童生徒の自ら

学び考える力などを育成する「総合的な学習の時

間」等での福祉副読本の活用や高齢者の疑似体験セ

ットの活用、ボランティア活動などの体験活動を通

じ、高齢者や障がいのある方への理解を深めるのは

もちろんのこと、社会福祉や地域貢献について取組

むことで、豊かな社会性や人間性を育むこととして

おります。 

 なお、障がい福祉施策の観点からは、さまざまな

障がい特性等を掲載したガイドブック「心のバリア

フリーガイドわかりやすい版」を小学４年生へ配布

するとともに、出前講座などを通じて子どもの障が

いのある方に対する理解促進を図っているところで

す。 

 今後も、引き続き、次代を担う子どもたちへ、さ

まざまな手法により福祉教育を行ってまいりたいと

考えております。 

 ノンステップバス普及促進を図るために事業者へ

バス導入時の補助を行うとしている一方で、バリア

フリー構想に基づき歩道のフラット化が進められて

いるが、バス乗降場の歩道が低いとバスステップと

の高低差が大きくなり大変危険。せっかくノンステ

ップバスを導入しても効果がない。バス降車場のバ

リアフリー工事に配慮して欲しい。 

  札幌市では、「新・札幌市バリアフリー基本構

想」及び「札幌市歩道施工ガイドライン」に基づ

き、歩道バリアフリー整備を進めており、バスの乗

降場所を含め、歩道と車道の間の段差につきまして

は、車両が乗り入れる箇所を除き、基本的には縁石

で15cmの段差を設けるマウントアップ型で整備し

ております。 

 今後も、ノンステップバス導入の効果を損なわな

いような整備に努めてまいります。 

 地下鉄駅ホームやコンコースの床には、色分けで

わかりやすく移動ルートを示してくれているが、床

に貼ってあるテープが途中で切れている個所も散見

される。高齢者にとっては重要な道しるべのため、

常時点検し、補正するように改善して欲しい。 

床面案内につきましては、設置から３年が経過し

経年劣化により、摩耗している箇所も見受けられま

す。 

 補修できる箇所につきましては、いただいたご意

見を参考に補修してまいります。 



意見の概要 札幌市の考え方 

《施策２》地域の連携強化と地域共生社会の実現 ＜７件＞ 

 地域包括支援センターは、委託している法人によ

りサービス内容にばらつきがあると思う。利用者が

地域包括支援センターを選ぶことはできないので、

受託法人によるサービスの差をなくしてもらいた

い。地域特性などの違いによらず、既に構築された

仕組みや取組も明記してもらいたい。 

 地域包括支援センターの公正・中立性を確保する

ため、ケアプランの再委託先やケアプランに位置付

けるサービス事業所が特定の法人に偏ることがない

よう、毎年度札幌市で作成する運営方針においてそ

の占有率の上限を設けております。その結果につき

ましては、札幌市の附属機関である札幌市地域包括

支援センター運営協議会において毎年度報告し、協

議いただくなど、公正・中立性の確保に努めており

ます。 

 また、地域包括支援センターの業務内容について

は、介護保険法等において示されており、札幌市で

はセンターごとにばらつきがでないよう取り組むべ

き事項について、運営方針に記載し、各センターに

示しております。 

 各センターでは運営方針に基づき、各地区の現状

や課題等地域特性を踏まえた効果的な取組を計画

し、取組・評価を実施しており、同運営協議会でそ

の取組状況を報告するとともに、改善点等について

協議いただいております。 

 引き続き、各センターの取組のばらつき防止と質

の向上を目指し、ＰＤＣＡサイクルに基づく取組の

徹底と好事例の共有等に努めてまいります。 

 なお、センターの取組状況や運営方針につきまし

ては、同運営協議会の資料として、札幌市公式ホー

ムページで公開しておりますのでご覧ください。 

 委託で運営している地域包括支援センターが、運

営法人のサービスに偏重するなどの弊害があるので

はないか。地域住民は自身の居住地により包括が決

定されるが、運営法人により提供されるサービスに

優劣があるのではないか。 



意見の概要 札幌市の考え方 

 区によって高齢化率に差があるデータが示されて

おり、厚別区もみじ台地区には、地域包括支援セン

ターを追加する措置が必要。他の政令市と比較して、

要介護者数やセンター数の比率がどのような状況な

のか調査研究をお願いしたい。札幌市はセンターが

少ないと思う。介護予防を重視することは、給付費

の抑制にも有効。基幹型支援センターとの業務分担

も計画していると考えるが、すでに限界である。地

域包括支援センター職員の人材確保の数値目標も計

画に示して、計画通り遂行できるようにして欲しい。 

 地域包括支援センターの人員配置につきまして

は、介護保険法及び同法施行規則において基準が定

められており、高齢化率ではなく、センターの担当

区域ごとに高齢者人口に応じた人員配置を行うこと

とされております。 

 札幌市では、適正な人員配置を行うことができる

よう介護保険法等に基づき条例を制定するととも

に、高齢者人口に応じてセンターの専門職員の増員

を行ってきたところです。 

 仮にもみじ台地区にセンターを新設した場合は、

高齢者人口に基づき配置できる専門職員の数は少数

となり、安定的なセンター運営に支障が出る可能性

があるなど課題も多いことから、小規模なセンター

を新設するのではなく、現状のスケールメリットを

生かした取組を継続していく必要があります。 

 今後とも、各センターにおいて、高齢者人口の増

加に対応できるよう専門職員の増員を行っていくと

ともに、介護予防センターや生活支援コーディネー

ター、地域の関係機関等と連携しながらスケールメ

リットを生かした取組の実施に努めてまいります。 

 なお、専門職員配置数の数値目標につきまして

は、本計画第６章「介護サービスの見込み等につい

て」に示しておりますのでご覧ください。 

 もっと地域で支え合うとの意義を深めて欲しい。

介護疲れによる自殺者をなくすべき。 

 地域支え合い推進員である生活支援コーディネー

ターを中心に、地域ごとのニーズ把握や互助による

課題解決の体制づくりを推進するとともに、地域包

括支援センターや介護予防センター等の関係機関と

の随時の連携、情報共有により、高齢者本人はもち

ろん、そのご家族の負担軽減が図られるよう努めて

まいります。 

 また、保健・医療・福祉・教育等の専門職に対す

るゲートキーパーの養成を推進するとともに、市民

に対するゲートキーパーに関する知識の啓発を通じ

て、市民が地域でお互い支え合いながら、誰も自殺

に追い込まれない社会の実現を目指してまいりま

す。 



意見の概要 札幌市の考え方 

 高齢夫婦世帯の増加が見込まれているが、現行制

度では配食サービスが利用できない。要支援状態に

なっても主に家事を担っている女性へのレスパイト

の観点からも利用できるようにして欲しい。 

 高齢者配食サービス事業につきましては、栄養バ

ランスのとれた食事を届けることに加え、訪問時に

おける利用者の安否や、健康状態の確認を事業目的

としていることから、対象者をひとり暮らしの方と

しております。 

 そのため、高齢の夫婦世帯に限らず、利用者やそ

の家族の方の負担軽減を目的に、事業の対象を広げ

ることは考えておりません。 

 高齢の民生委員が多いが、世代交代の施策はない

のか。ボランティアである民生委員に過度の仕事を

求めていないか。 

 地域福祉活動に積極的に参加する意識の醸成や民

生委員制度の周知、退職予定者への案内等により新

たな担い手を募り、民生委員の世代が大きく偏るこ

とのないように努めてまいります。 

 また、民生委員の担い手を確保し欠員を解消する

ことで各民生委員の仕事の負担を減らすとともに、

その活動内容については継続的な実施が可能なもの

となるよう、関係団体と検討してまいります。 

 高齢者はケアハウスや老人ホームに入所するしか

ないのか。小さい子どものうちから高齢者をケアす

る介護の方法を身につけるなど方法を取るべきだと

思う。学生になってからでは遅すぎる。 

 高齢者やその家族の心身の状態や生活状況、ニー

ズに応じて、医療・介護・介護予防・住まい・生活

支援が一体的に提供される体制を構築し、いくつに

なっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ

とができるまちづくりを進めてまいります。 

 幼少期からの意識啓発としては、小学生向けに、

まずは介護というものを知っていただく機会を創出

してまいります。また、中学生、高校生に対して

は、介護のイメージアップ啓発冊子の配布や学校向

けの出張講座を平成30年度（2018年度）から実

施しており、引き続き高齢者の理解や介護のやりが

い、魅力を伝える機会としてまいります。 

《施策３》介護予防・健康づくり施策の充実 ＜１件＞ 

 健康づくりセンターが市内3か所のみだが、まだ

まだ不足していると思う。各区民センターで継続的

に実施できるよう増設してもらいたい。高齢者が身

近な場所で体操を指導してもらえる施設、そして指

導者を札幌市で育成し、介護認定前のうちから運動

を継続してもらう環境づくりを推進して欲しい。 

 健康づくりセンターの新設につきましては、札幌

市の財政状況から極めて困難であると考えておりま

すが、健康づくりセンターを設置していない区にお

いても運動の機会を増やしていけるよう、身近な施

設への運動指導士の派遣等の取組を進めてまいりま

す。 

 また、指導者の育成につきましては、健康づくり

に関する指導経験のある者を健康づくりサポーター

として登録し、自主活動グループや町内会等の団体

へ派遣しております。 

 今後も引き続き、身近な地域で健康づくり活動を

継続できるよう、環境の整備に取り組んでまいりま

す。 



意見の概要 札幌市の考え方 

《施策４》認知症施策の推進 ＜10件＞ 

 誰でも認知症になるので予防をすぐやるべき。病

院しか頼る方法がないのか。 

 認知症の発症・進行を遅らせる「予防」に向けた

取組として、もの忘れ等の気になる症状を感じた際

に病院へ相談することも大切ですが、日常生活のな

かで適度な運動をすること、日課を設けてメリハリ

をつけること、人との交流の機会を持つこと等も重

要だと考えております。 

 今後も関係機関との連携を図りながら、認知症の

発症・進行の予防に向けた普及啓発の取組を推進し

てまいります。 

 本来、後見が必要と考えられる高齢者も多く、成

年後見制度による経済的な支援は必要。 

 成年後見制度の利用が必要と考えられる高齢者が

いる中で、さまざまな理由により制度の利用に至っ

ていない方もいるという現状があるものと認識して

おります。 

 そのため、経済的な理由により成年後見制度の利

用ができないということのないよう、制度の利用に

掛かる費用の助成拡大を本計画期間内に実施し、成

年後見制度の利用促進に努めてまいります。 

 成年後見制度の市長申立て事案において、要件を

満たした方に対し、その申立費用及び成年後見人等

に対する報酬の助成をぜひ実施して欲しい。 

 市長申立て事案における費用助成は既に実施して

いることから、本計画においては、市長申立て以外

の事案における費用助成を実施し、成年後見制度の

さらなる利用促進を進めてまいります。 

 認知症キャラバン・メイトとは何かわからない。  認知症キャラバン・メイトは「認知症サポーター

養成講座」を企画・開催し、講師を務める方々で

す。 

 例年札幌市では、医療・介護等の専門職の方を対

象とした「キャラバン・メイト養成研修」を全国キ

ャラバン・メイト連絡協議会と共催し、キャラバ

ン・メイトの養成に取り組んでおります。 

 事業者または施設の運営状況に関する情報を公表

させるとあるが、公表制度は毎年事業者情報の更新

をしなければならないが、更新していない事業所が

散見される。事業所へ電子メールで通知しているも

ようだが、事業者が見落としていることが多いと聞

く。制度の必要性を考えると書面通知が適当と思わ

れるので検討して欲しい。また、事業者での情報の

取り扱いに関して、適切に対応してもらいたい。 

 介護サービスの情報公表制度における各事業所情

報の更新につきましては、未更新の事業所に対して

は適宜督促を行い、最新の情報が掲載されるよう努

めているところです。電子メールによる通知につい

ては、費用対効果を考慮のうえ実施しております。 

 また、情報の取扱いにつきましては、今後とも適

切に対応してまいります。 



意見の概要 札幌市の考え方 

 グループホームの質向上の施策として、外部評価

結果の公表の促進について、対応施策は慎重に検討

して欲しく、意見は以下のとおり。 

①外部評価機関による外部評価を新規開設から５年

（回）継続で行うこと。但し、市が優良な事業所と

認めた場合には３年（回）以上の受審で運営推進

会議での外部評価も可能とする。 

②外部評価機関による外部評価が５年（回）連続受

審した場合は、従来通りに２年に一度の受審の特

例を認める。または、運営推進会を活用した外部

評価を年１回実施する。 

③運営推進会議を活用した外部評価を行う際は、外

部評価調査員または福祉サービス第三者評価員の

参加を規定すること。 

 次年度以降の認知症高齢者グループホームの外部

評価の実施方法や免除の取り扱いにつきましては、

現時点で具体的な内容が明らかになっていないこと

から、今後の厚生労働省や北海道からの通知等を踏

まえて対応してまいります。 

 グループホームの何割が外部評価を受審している

のか。公表を促進しなければならないほど受審率が

低いのか。むしろ、北海道の指針では外部評価免除

の年にも自己評価を行うこととなっているが、行っ

ていない事業所が多いように感じる。公表について

だけではなく、事業者から家族への説明や運営推進

会議での手交などが適切に運用されているかも見て

もらいたい。札幌市の問題点の改善状況の確認や指

導はどのように行うのか。「グループホーム等」とは、

それ以外に何を指すのか。 

令和2年度（2020年度）につきましては、９割

を超える事業所（外部評価が免除となっている事業

所を含む）が外部評価を受審しており、今後も未実

施の事業所に対して適切に指導を行ってまいりま

す。 

 外部評価、自己評価の実施状況につきましては、

主に実地指導時に確認しており、併せて外部評価機

関から指摘のあった問題点、課題に対する取組内容

の進捗状況、各項目の実施状況なども踏まえ適宜必

要な指導を行っております。 

 なお、ご指摘のとおり、利用申込時において事業

所は外部評価の説明をすることとされているところ

であり、事業所に対しより一層の制度周知に努めて

まいります。 

また、「グループホーム等」は誤記載であったた

め、「グループホーム」に修正いたしました。 

 事業者情報の公表の促進について、情報の正確性

をどのように担保しているかの取組を教えて欲し

い。正確な情報が公表されるよう具体的な記述にし

てもらいたい。また、札幌市で訪問調査を行わない

理由が知りたい。 

 各事業所等から提出された情報の内容を確認し、

不備や誤りと思われる箇所については、当該事業所

等に確認を行い、修正等を行ったうえで公表を実施

しております。 

また、訪問調査は事業所等開設後1年を目途に実

施しております。 札幌市では介護サービス情報の公表の調査を近年

止めたようだが、情報公表の促進に逆行するのでは

ないか。 

 グループホームに限らず、利用者の選択に資する

ように、他のサービスにも外部評価を行うほうが良

いのでは。 

 認知症高齢者グループホームと手法は異なります

が、小規模多機能型居宅介護事業所や定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所などにおいて外部評価

の実施が義務付けられております。 



意見の概要 札幌市の考え方 

《施策５》人材確保と業務効率化の取組 ＜11件＞ 

 担い手の確保に向け、2040年を視野に子どもへ

の取組は良いと思うが、今、必要な職員の確保につ

ながらない。介護職員が今後どの程度必要なのか、

予測データを示し、資格取得に必要な補助金制度な

ど人材確保に向け積極的な目標が必要だと思う。 

 介護職員の必要数につきましては、平成30年度

（2018年度）当時、北海道全体で令和７年度

（2025年度）には約２万人の不足が生じるとの見

込みを国が発表しております。 

 資格取得に関する金銭的支援は北海道で実施され

ているところでありますが、札幌市としては資格の

有無を問わず多様な人材を確保していくことが重要

と考えていることから、さまざまな取組を実施する

とともに、より効果的な方策を引き続き検討してま

いります。 

 高校生、小学生の啓発事業があるが、中学生がな

いのはなぜか。実際の進路選択において、中学時代

は重要だと思う。「介護のおしごとＰＲ動画」で足り

るということか。 

 中学生に対しては、啓発冊子の配布（市内中学生

全員）や各学校への出張講座を開催することによ

り、やりがいや魅力を伝える機会としております。 

 高校生等による職場体験事業の実施は、ぜひ実施

して欲しい。仕事をイメージできても、体験がなけ

れば自らの仕事として選ぶまで至らないことが多

い。私自身も高校生のときに、居住自治体のワーク

ショップに参加して福祉の道を歩むことになった。

ＰＲ動画を作るのであれば、職場体験への申込方法

まで掲載し、誘導できる工夫を検討して欲しい。 

（同様の意見ほか１件） 

 高校生等による職場体験事業は、新型コロナウイ

ルス感染症の状況を注視しつつ、事業開始時期を検

討しております。 

 いただいたご意見をもとに、ＰＲ動画の作成の際

には、申込方法の掲載について検討してまいりま

す。 

家賃補助や資格取得費用補助、独自の給与補助、

養成校奨学金返済補助等の処遇改善策を制度化する

ことを検討して欲しい。さらに、介護事業所の職員

採用をバックアップする事業を制度化して欲しい。 

 資格取得に関する金銭的支援は北海道で実施され

ているところですが、札幌市としては資格の有無を

問わず多様な人材を確保していくことが重要と考え

ていることから、さまざまな取組を実施するととも

に、より効果的な方策を引き続き検討してまいりま

す。 

 介護職に対する金銭的支援につきましては、現時

点で実施予定はありませんが、他都市の実施状況や

介護職の需給状況など状況把握に努めてまいりま

す。 

 なお、給与改善は国の責務において行うべきもの

と考えており、安定して働き続けられる環境整備の

ため今後ともさまざまな機会を捉えて国へ要望して

まいります。 

 職員採用をバックアップする事業につきまして

は、介護事業者向けに職員採用力を身につけるセミ

ナー開催と、その実践の場として、求職者が来場す

る合同就職相談説明会を平成27年度（2015年

度）から実施しております。 



意見の概要 札幌市の考え方 

 介護職員処遇改善加算の取得支援は、予算を拡大

して集中的に取り組んで欲しい。加算取得について

は、制度の説明だけではなく、書類作成の援助がで

きる社会保険労務士と結びつけるような丁寧な橋渡

しができれば、加算取得できる事業所が増え、市内

の介護人材の安定につながるので検討して欲しい。 

（同様の意見ほか１件） 

 令和２年度（2020年度）の介護職員処遇改善加

算の取得状況は、令和２年（2020年）12月末現

在で42時間（上限70時間）の利用となっておりま

す。未取得事業者は年々減少しておりますが、相談

申込のあった件数を勘案して次年度以降の予算確保

に努めてまいります。 

 また、事業所へ訪問する社会保険労務士は介護保

険に精通しており、書類作成を支援することは可能

です。 

 介護現場におけるＡＩ・ＩＣＴ普及促進を進める

ために、財政支援策を制度化して欲しい。導入した

いが資金がない。これによって、青年層の介護の仕

事への意識が変わる。大胆な財政支出を検討して欲

しい。 

 介護ロボットやＩＣＴの導入支援補助金につきま

しては、北海道で実施しているところですが、札幌

市としても必要な支援策について、引き続き検討し

てまいります。 

 認定審査会について、区によっては認定結果に遅

れが生じている。認定が遅れることにより、介護支

援専門員は暫定ケアプランを作成し、各事業所へ発

行するなど通常より２倍の書類、作業となる。リモ

ートも含めた迅速な審査会の検討をして欲しい。 

 札幌市では、介護認定審査会の委員の事務負担の

軽減と要介護認定の迅速な決定のため、令和元年度

（2019年度）から介護認定審査会の審査の簡素化

を実施しております。 

 今後は、迅速な決定を行うため簡素化対象を拡大

するなど、より一層効率的な認定事務に取り組みま

す。 

 がんの看取り期の区分変更申請を含む介護申請に

ついては、緊急対応が必要な申請と位置づけ、申請

から調査および認定までを迅速に行えるように改善

策を具体化して欲しい。調査から認定までの間に状

態が変化し、現状より低い要介護度として認定され、

サービス利用を制限せざるを得ず在宅での看取りを

断念し急遽入院する事例や、サービス限度額で収ま

らず高額な自己負担金が発生する事例が見受けられ

る。がんの看取り期の要介護認定は、申請日から７

日以内に行うことを目標化して欲しい。 

（同様の意見ほか１件） 

 がん（医師が一般に 認められている医学的知見

に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断し

たものに限る 。）等の、心身の状況に応じた迅速な

介護サービスの提供が必要となる場合につきまして

は、これまでも、申請者の状況に応じて、制度の中

で可能な限りの配慮を行って迅速な要介護認定を実

施しているところであり、今後も関係者との連携を

密にして迅速に対応してまいります。 
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《施策６》災害・感染症対策の体制整備 ＜２件＞ 

 自然災害や感染症への対策を支援する体制を行政

が整備することを明記したことは大変意義深いと感

じた。自然災害や感染症に対応した事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）を策定している介護施設等の割合を可能な限

り早い時期に100％に到達させるという成果指標

設定は、介護施設等にとって自然災害対策・感染症

対策が非常に優先順位の高いものであると行政が認

識しているであろうと感じられて良い印象を持っ

た。事業継続計画（ＢＣＰ）の策定は、利用者やその

家族にとってコロナ禍における不安の払拭につなが

ると考えられ、主な取組にこれらを盛り込んだこと

を高く評価する。 

 事業継続計画（ＢＣＰ）につきましては、胆振東

部地震の発生や新型コロナウイルス感染症の拡大を

受け、策定の必要性が高いものと考えております。

市民が安心して介護サービスを利用できるよう、各

介護施設等に対して早期の策定を求めてまいりま

す。 

 感染症のクラスター化を未然に防ぐために、症状

の有無に関わらず全ての高齢者、特に介護サービス

の利用者とその家族、サービス従事者に対し、社会

的検査を実施して欲しい。希望する施設への定期検

査と、感染者が出た施設への随時検査を並行して欲

しい。感染防止に必要な消毒液、防護具、設備につい

て確保できるための支援を行うとともに、介護事業

所、従事者に対する相談支援の窓口設置など体制を

整備して欲しい。自粛や閉じこもりにより生活後退

や状態悪化が生じている高齢者に対し、迅速な実態

把握と支援を行う体制を構築して欲しい。主に施設

サービスの利用者が家族などと面会できるよう、施

設などに対して感染対策やICT活用を積極的に行う

ための支援事業を制度化することを検討して欲し

い。 

 高齢者施設へのＰＣＲ検査等につきましては、令

和２年第４回定例市議会で可決した補正予算におい

て、施設が自主的に入所者・職員へＰＣＲ検査を行

った際にその経費を補助する制度を令和２年

（2020年）12月から始めております。 

 また、高齢者施設の職員を対象とした定期的なＰ

ＣＲ検査につきましては、令和３年第１回定例市議

会において補正予算案を提出しており、実施の方向

で進めているほか、感染者が出た施設では直ちに濃

厚接触者を確定し、必要な検査を行っているところ

です。 

 そのほか、感染防止に必要な消毒液、防護具等に

係る経費につきましては、北海道の補助金の対象と

なっており、対象施設に周知するとともに、国から

支給された防護具等を、各施設へ送付しておりま

す。相談窓口につきましては、国において設置した

相談窓口を各施設へ周知しております。 

 また、「自粛」や閉じこもりによる高齢者の社会

的孤立やフレイル化を防止するため、介護予防セン

ターをはじめとして、地域包括支援センターや区役

所、民生委員等が連携して、コロナ禍における介護

予防の取組や留意点等について高齢者へ周知すると

ともに、随時相談に応じているところです。 

 引き続き、地域の関係機関等とも連携しながら心

配な高齢者を早期発見し相談に応じられるよう、取

組を継続してまいります。 



意見の概要 札幌市の考え方 

第7章 事業費の見込みと保険料 ＜３件＞ 

 保険料は前計画でも高負担となっており、これ以

上増額することは、市民生活の実態からみると困難。

政令市として、国へ制度改革するよう意見すると同

時に、一般財源からの補填を検討して欲しい。 

（同様の意見ほか１件） 

 介護保険料が高齢者の負担になっていることを鑑

み、札幌市介護給付費準備基金を活用し、できる限

り保険料の上昇の抑制を図ったところです。 

また、他の政令市とともに、国に対して保険料の

上昇を抑制するための財政支援措置を講じるよう求

めております。 

 介護保険施設入所者・短期入所系サービス利用者

の部屋代・食事代の負担が増えないよう独自の軽減

措置を制度化して欲しい。なお、2021年8月から開

始が予定される補足給付（非課税世帯利用者の食事・

居室料負担の軽減）の厳格化により、利用している

サービスを利用できなくなる事態を防ぐ措置を制度

化することを検討して欲しい。 

介護保険制度は、高齢者と現役世代が負担する保

険料と、国、都道府県、市町村による公費負担の割

合が法令で定められており、給付と負担の関係が明

確な社会保険制度となっております。 

そのため、札幌市として独自に軽減措置を講じる

ことは、被保険者と行政、利用者が重層的に支え合

う社会保険制度の趣旨から適切ではないと考えてお

ります。 

第８章 計画の策定・推進体制 ＜２件＞ 

 委員会に高齢者や利用者の立場を代表する方が入

っていないように見受けられる。老人クラブ連合会

や認知症の人と家族の会などから委員の招集を検討

して欲しい。 

 介護保険事業計画推進委員会の委員は、札幌市老

人クラブ連合会を含めた団体や学識経験者等のほ

か、より幅広い意見を求めるために「介護サービス

利用者」、「介護サービス利用者の家族」、「住民組

織、ボランティア、ＮＰＯ等の活動で介護に携わっ

た者」に当てはまる市民６名を公募委員として委嘱

しております。 

 いただいたご意見は、今後の取組の参考とさせて

いただきます。 

 審議経過がホームページに更新されていない。市

民が知ることが意見やアイデアを寄せてもらうため

に重要。 

 介護保険事業計画推進委員会の資料等について

は、可能な限り速やかな情報公開に努めているとこ

ろですが、新型コロナウイルスの影響に伴う書面会

議の開催への変更といった影響もあり、調整にお時

間をいただいたものがありました。引き続き迅速な

情報公開に努めてまいります。 

その他 ＜１件＞ 

 概要版を見ても施策の各項目の具体的な内容が何

もわからない。インターネト上の資料にリンクを張

って内容がわかるようにすると良いと思う。計画書

には担当課などが書いてあると問い合わせしやす

い。 

 概要版は本書の要点のみを抜粋して作成している

ため、詳細は割愛しております。具体的な内容につ

きましては本書をご覧ください。 

 なお、情報公開に際しては、いただいたご意見を

もとに札幌市公式ホームページにリンクを設定する

など、よりわかりやすい情報発信の方法を検討して

まいります。 



札幌市高齢者支援計画2021（第８章）掲載案 

第１節 計画の策定・推進体制 

１ 「札幌市介護保険事業計画推進委員会」の設置 

（省略）「市町村介護保険事業計画」の策定にあたっては、被保険者の

意見を反映させるために必要な措置を講じることとなっています（介護

保険法第117条第９項）。 

これを受けて、公募による市民の代表６人を含む、保健・医療・福祉

の関係団体や学識経験者など23人で構成する「札幌市介護保険事業計画

推進委員会」を設置し、本計画について協議しました。 

また、今後は、委員会に適宜、取組・事業の進捗状況を報告し、計画

全体を検証していきます。 

(1) 設置根拠 （省略） 

(2) 委員名簿 （省略） 

第８章

前計画までは、介護保険事業計画推進委員会の審議経過として、各回の

協議事項のみを掲載しておりましたが、審議過程をより明らかにするため

に、各回で出た意見を抜粋して掲載することといたしました。

なお、掲載した意見は、内容・発言者のバランスを考慮し、事務局にお

いて選定しております。

資料２



(3) 審議経過

回 開催日 議事内容 

第１回 平成 30年（2018年） 

９月４日 

１ 介護保険事業計画推進委員会について 

 (1) 委員長及び副委員長の選出 

 (2) 委員会の目的、運営等について 

 (3) 地域密着型サービス部会の設置について 

 (4) 地域密着型サービス部会の委員の選任について 

(5) その他の部会について 

２ 札幌市高齢者支援計画2018について 

３ 札幌市の介護保険事業の現状、取組状況について 

４ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

（主な意見） 

 介護人材の不足は、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025

年以降、ますます激しくなる。介護保険事業計画の適正実施の

ためには、人材の育成、確保が重要である。札幌市も今まで以

上に積極的に取り組んでいただきたい。 

 医療介護総合確保基金のモデル事業を活用して、地域の元気

な高齢者の方に介護施設を知っていただく、そして、介護助手

として手伝っていただき、ご自分の介護予防にもつながるとい

うことで、札幌と稚内、室蘭の３地域６か所で行っている。介

護人材の確保と、地域で支え合っていくことに関して、市とし

てもご検討いただきたい。 

第２回 平成 31年（2019年） 

１月 30日 

１ 平成 30年北海道胆振東部地震への対応について 

２ 札幌市高齢者支援計画2018の進捗状況について 

３ 平成 30年度保険者機能強化推進交付金について 

４ 地域密着型サービス事業者の指定状況及び高齢者支援計画

2018による施設整備進捗状況について 

５ 介護人材確保・定着化事業の状況について 

（主な意見） 

 地域の中でサロン的なことだとか、そういうのを含めて、ご

自宅で介護をなさっている方の連携みたいなものが取れない

か、行政的なプロトコル（手順、実施要綱）などがあると良い

のではないか。 

 高齢者でも、まだ元気な方がたくさんいらっしゃる。75歳、

80 歳ぐらいで働ける元気な方には、有償で、きちっとボラン

ティアなどをやってもらうと良いのではないか。 

第３回 令和元年（2019年） 

５月 28日 

１ 札幌市高齢者支援計画2018の進捗状況について 

２ 介護保険料の軽減強化について 

３ 市民、事業者を対象としたアンケートの実施について 

 (1) アンケートの実施案について 

 (2) アンケートの検討体制等について 

４ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

（主な意見） 

 介護医療院は、全国的に見ると市町村の予算等の関係で増え

ているところと増えていないところがあると聞く。介護保険料の

負担が比較的大きい部分もあるので、介護保険料がどう変わって

いくかということも含めて整備計画を立てていかなければいけ

ない。 



回 開催日 議事内容 

第４回 10 月 17日 １ 市民、事業者を対象としたアンケートの実施について 

２ 札幌市高齢者支援計画2018の進捗状況について 

３ 「セカナビ札幌2019」について 

４ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

（主な意見） 

 要介護者や要支援者の中には、アンケートの調査票が届いて

も、調査票を管理できずにどこに行ったかわからないような

方々がいる。そのような方でも、きちんと書いて送ることがで

きるよう配慮が必要。 

 セカナビ札幌 2019 は、ニーズがあると思うので、浸透し

ていくよう考えていただきたい。 

第５回 令和２年（2020年） 

６月５日 

（書面会議） 

１ アンケート調査結果について 

２ 令和３年度制度改正について 

３ 第８期札幌市介護保険事業計画策定について 

４ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

（主な意見） 

 若く質の良い人材は育成からだと考える。専門学校への支援

や学生への支援が必要。 

 介護現場からの離職を少なくするため、職場の人間関係や給

与、待遇の改善に向けた取組が必要。 

第６回 令和２年（2020年） 

８月 27日 

１ 介護保険事業の実績等と札幌市高齢者支援計画2018の指

標の達成状況について 

(1) 令和元年度介護保険事業の実績について 

(2) 札幌市高齢者支援計画2018の指標の達成状況について 

２ 次期札幌市高齢者支援計画の概要について 

(1) 国の基本指針(案)について 

(2) 次期計画の構成等について 

(3) 次期計画における施設・居住系サービス等の整備の検討状況

について 

３ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

（主な意見） 

 有料老人ホーム等における様々なサービス提供が介護保険

事業にも影響してくるので、市でもコントロールしながら都道府

県と連携を取るという観点を施策の中に入れておく必要がある。 

 2040年というのは後期高齢者の人口が一番多くなる時期

で、サービスが一番必要になってくる。そこに向けて、今からど

ういう準備をしていくのかという心意気がこの計画には求めら

れていると思うので、計画の各施策体系の根底にある精神をもう

一度見据えたうえで、施策を展開していただきたい。 



回 開催日 議事内容 

第７回 10月 22日 １ 札幌市高齢者支援計画2021（案）について 

(1) 計画の概要について 

 (2) 介護保険サービスに係る推計、整備量等について 

  ・被保険者数、要介護等認定者数、各サービス利用者数の推計

  ・施設・居住系サービスの整備数、介護人材確保の取組 

  ・保険料段階設定、保険料の減免制度 

２ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

（主な意見） 

 コロナ禍で、保育、介護、医療といった、いわゆるエッセン

シャルワーカーの皆さんが従事している労働環境が非常に劣

化をしている。せっかく一生懸命資格を取って、頑張ろうとし

た方が、その職場を辞め、同じ仕事には就けなくなっていると

いうことの重大さを、今一度、事業者の皆さん、働く皆さんと

共有しながら、しっかり議論して少しでも良い職場環境をつく

っていかなければ、介護の職場の未来はない。 

 水害等で施設が水没してしまう事例がある。どれぐらいの水

没、浸水危険性があるか、施設を許可する段階で十分配慮して

いく必要があるのではないか。 

第８回 11月 2６日 

（書面会議） 

１ 札幌市高齢者支援計画2021（案）について 

２ 高齢者等紙おむつサービス事業の変更について 

３ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

（主な意見） 

 介護人材の不足により、これ以上の介護施設の新規整備を行

った場合、従事する職員の質・量の確保が困難となる。すでに

新規整備の応募事業者数の減少や入居率の低さがみられる。よ

って、新規整備数を整備目標より抑制し、老朽化した既存施設

の建て替えを優先すべき。在宅を含むサービス全体での施策の

バランスを考慮して、必要なサービスが切れ目なく提供される

ように取り組んでいただきたい。 

 元気な高齢者が様々な職種で活躍できるような支援を進め

ていただきたい。 

第９回 令和３年（2021年） 

３月９日 

（書面会議） 

１ 札幌市高齢者支援計画2021（案）のパブリックコメントの

結果について 

２ 次期計画期間の第１号保険料と介護報酬改定等について 

(1) 第１号保険料について 

(2) 介護報酬改定等について 

３ 地域密着型サービス事業者の指定状況について 

（主な意見） 



○暫定保険料については、介護報酬改定率等は見込まず6,000円程度と試算していたが、政

府予算案において、改定率が＋0.7％とされたことからこの率に基づき計算するとともに、

最新の実績に基づくサービス量の推計を行った結果、本保険料は次のとおりとなる。 

現計画 

(平成30年度 

～令和２年度) 

サービスに要する費用額 

（３年間累計） 

第１号被保険者数 

（３年間累計） 

第１号被保険者の 

補正後人数 

（３年間累計） 

保険料基準額 

（月額） 

費用の全体 4,583 億円

159 万人 149 万人 5,733 円
（5,927円 ※４）

公費負担分(50％) 

3,539 億円第２号保険料分

（27％） 

第１号保険料分

（23％） 
1，044 億円

※４ 「札幌市介護給付費準備基金」27億円を活用する前の額（効果額：154円） 

次期計画 

(令和３～５年度) 

サービスに要する費用額 

（３年間累計） 

第１号被保険者数 

（３年間累計） 

第１号被保険者の 

補正後人数 

（３年間累計）

保険料基準額 

（月額） 

費用の全体 
4,843 億円

（5.7％増）

166 万人 156 万人
（4.7％増）

5,773 円
（5,986円 ※５）

公費負担分(50％) 

3,734億円第２号保険料分

（27％） 

第１号保険料分

（23％） 

1，109 億円
（6.2％増）

※５ 「札幌市介護給付費準備基金」40億円を活用する前の額（効果額：213円） 

令和３～５年度の介護保険料 
（65歳以上の方の第１号保険料基準額・月額）について 

保険料基準額（月額）＝ 
（「第１号保険料全体で負担する額」－「札幌市介護給付費準備基金（※１）」）÷「第
１号被保険者の補正後人数（※２）」÷「収納率（※３）」÷12か月 

【本保険料】・・・介護報酬改定率反映及びサービス量等精査結果 
（1,109億円－40億円）÷156万人÷99.08％÷12か月 ＝ 5,773円

※１ 過去に第 1 号保険料等の収入額が保険給付費等を上回ったことによって生じた剰余金を積み立てた

「札幌市介護給付費準備基金」を活用して、保険料基準額(月額)を軽減します。 

※2 第 1 号被保険者の人数を保険料の負担割合により換算した人数です。 

※3 収納率は過去の実績等を踏まえて推計しています。 

費用見込額等の現計画との比較 

資料３



札幌市高齢者支援計画 2021 市民向け説明動画について 

１.概要 
 〇 昨今の新型コロナウイルス感染状況を鑑み、感染拡大を防止する観点から、例年、計
画策定時に開催している市民向け説明会を中止し、それに代わる説明動画を作成のう
え Youtube（札幌市公式チャンネル・SapporoPRD）に投稿するもの 

 〇 次年度以降の本市保健福祉事業の方向性等について、サービス利用者である市民や
サービス提供事業者等に向けて広く周知する重要な機会と捉える 

２.動画の構成案（10分程度の予定） 
 〇 介護保険制度のしくみ 
 〇 介護保険の加入者 
  ・第１号被保険者と第２号被保険者のサービス利用条件や保険料設定の仕組みの違い 
 〇 札幌市高齢者支援計画策定の背景と目的 
  ・札幌市の高齢化率の推移と、地域包括ケア体制について 
 〇 札幌市が目指す高齢者支援体制 
  ・基本目標と、計画の３つの重点ポイント 
 〇 基本目標を実現するための施策の体系と展開 
  ・計画の７つの施策の体系 
 〇 札幌市がサービス提供事業所に支払う費用 
  ・国・都道府県・市町村の公費、第１号保険料、第２号保険料 

による負担の仕組みと、それぞれの負担割合 
 〇 第１号被保険者の保険料段階設定 
  ・第 13段階設定と、第１段階～第３段階の保険料軽減措置 
 〇 第１号被保険者の保険料の設定の基本的な考え方 
 〇 第１号被保険者の保険料の具体的な計算方法 
  ・基金の活用を踏まえた基準額（月額）5,773 円の計算過程 
 〇 保険料段階設定ごとの札幌市の第１号被保険者の保険料 
 〇 第１号被保険者の保険料基準額の推移 
 〇 保険料の減免など 
 〇 現状と今後の見通しについて 
  ・第１号被保険者数、要介護等認定者数、第１号保険料の見通し 
 〇 計画期間における主な介護保険施設等の整備目標 
 〇 介護保険法の改定のポイント 
  ・「高額介護サービス費」の見直し、「補足給付の負担軽減対象者」の見直し 

（画面イメージ）

資料４



資料５

【令和３年１月１日指定】
　①定期巡回・随時対応型訪問介護看護　3事業所 　②地域密着型通所介護　1事業所
　③（介護予防）認知症対応型共同生活介護　1事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

定期巡回・随時対応型訪問介護看
護

医療法人資生会 理事長 佐藤　正俊 イースト・ケアサービス定期巡回 札幌市中央区南3条東3丁目13番地 有

定期巡回・随時対応型訪問介護看
護

株式会社元気な介護 代表取締役 池田　元気 リーフィール 札幌市豊平区中の島1条7丁目12-1 有

定期巡回・随時対応型訪問介護看
護

株式会社Human-system
Japan

代表取締役 上野　貴 定期巡回随時対応型訪問介護看護　フ
ルハウス手稲駅前

札幌市手稲区曙2条1丁目10-16フルハウ
ス手稲駅前

有

地域密着型通所介護
第1号通所事業

株式会社ピースエス 代表取締役 竹本　俊克 あじさい館すみかわデイサービスセン
ター

札幌市南区澄川3条4丁目4-10あじさい館
すみかわ

18人 有

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活
介護

医療法人資生会 理事長 佐藤　正俊 オークヴィレッジ発寒 札幌市西区発寒6条14丁目14-4 9人×9人 無

【令和３年２月1日指定】
　①定期巡回・随時対応型訪問介護看護　１事業所 　②地域密着型通所介護　１事業所

サービス種類 申請者 事業所名称 所在地 定員等 併設の有無

定期巡回・随時対応型訪問介護看
護

株式会社ツクイ 代表取締役 髙橋　靖宏 ツクイ・サンフォレスト札幌西野 札幌市西区西野6条8丁目10番5号 有

地域密着型通所介護
第1号通所事業

株式会社セブンブレンチ 代表取締役 佐藤　恵輔 デイサービスうるおい南の沢 札幌市南区南沢4条2丁目8番27号 10人 有

【令和３年３月1日指定】
　指定事業所なし

地域密着型サービス事業者の指定状況について

代表者

代表者


